
（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

1.「社会福祉」とは、生計の困難な者や心身に障がいのある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保すること

　・児童福祉　・母子福祉　・高齢者福祉　・障がい者福祉（身体障がい者福祉・知的障がい者福祉・精神障がい者福祉）など

2.「社会保険」とは、保険的方法によって社会保障を行う制度の総称

　・国民健康保険　・介護保険　・年金など

3.「保健衛生」とは、国民の健康を保つための施策

　・医療に係る施策　・感染症その他の疾病の予防対策　・健康増進対策など

443,565

6,335,263

※一般的な事務費及び人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）については除外しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費
その他社会保障施策に要する経費（令和４年度一般会計決算分）
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3款2項4目
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※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

（単位：千円）
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社会保障施策に要する経費 歳出経費
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1,485,992

366

288,522

4款1項2目 予防費

4款1項3目 母子保健費

小　計

小　計

3款1項1目

3款1項4目

社会福祉総務費
（国保特会繰出分）

介護保険費

3款1項6目 後期高齢者医療費

3款1項2目 国民年金費


